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請求の趣旨
第１　処分行政庁渋谷区長は、株式会社日山（東京都中央区日本橋人形町二丁目5番1号、代表取締役村上紀通）及び三菱地所株式会社（東京都千代田区大手町一丁目6番1号、代表取締役木村惠司）に対し、東京都渋谷区広尾三丁目77番1（通称「羽沢ガーデン」）上における別紙マンション目録記載のマンションを建設することを目的とする開発行為を許可してはならない。

第２　処分行政庁東京都建築主事は、上記二者及び大成建設株式会社（東京都新宿区西新宿一丁目25番1号、代表取締役山内隆司）に対し、別紙マンション目録記載のマンションに係る建築確認処分をしてはならない。

第３　訴訟費用はいずれも被告らの負担とする。

との判決を求める。

請求の原因
第１　ヒートアイランドと緑の今日的意義

１　ヒートアイランド現象

　　ヒートアイランド現象は、地球の気候変動（地球温暖化）に加え、人工排熱（自動車、建物、エアコン等の建物設備等）の増加、道路等の人工被覆の増加、緑地等の自然空間の喪失という都市における人工化の過剰な進展から生ずる熱大気汚染で、人口の集中する大都市周辺において、40.9度と我が国観測史上最高を記録した今夏の酷暑が表現しているとおり、市民の生活環境と健康に深刻な影響を与え、これを克服することが焦眉の課題となっている現象である。

　　この現象は、都市及びその周辺の地上気温分布において、等温線が都心部を中心に島状に市街地を取り巻いている状態により把握することができるとされている。ヒートアイランド現象は、我が国の国民の生活環境と健康に直結する都市環境の今日的鏡というべきことは過言するまでもない。

２　ヒートアイランド現象と大気汚染等との関係とその複合被害

　(1)ヒートアイランド

　　　「ヒートアイランド現象は、都市の住民に著しい不快感をもたらしているが、それにとどまらず、著しい高温化が住民の健康にも影響を与えており、熱中症の発生やこれによる死亡など、都市の高温化の健康被害の相関関係が明らかにされている。とりわけ、高齢者、幼児、病人等に大きな負担となっている」（平成13年10月公表・環境省『ヒートアイランド現象の実態解析と対策のあり方について』）。

これは国民の常識となっている。しかし健康被害に及ぶものはこれだけではない。すでに中央環境審議会専門委員会委員長内山巌雄らは、平成7年第42巻日本公衛誌第4号、同10年地球環境Vol.2・No.2において、地球温暖化の健康への影響について、疫学等の手法を用いて1日最高気温との関係における死亡率を調査し、要旨以下の結論を出している。

「より高い年齢（65歳以上）のものは、気温との関係をはっきり示し、暑い日が多ければ多い程死亡数は増加する。死因別にみると、循環器系、呼吸器系、消化器系の各疾患に有意差を認めた。悪性新生物（ガン）に対する影響も否定できない。」

この結論は、内外の科学的知見を総括したうえで出されたものである。

ヒートアイランドは、少なくともこのように老人のみならず循環器系、呼吸器系、消化器系等、ほぼ全身にわたる領域の病人の死を左右する影響を与え、また、人の死亡の危険に結びついている感染症であるマラリア、デング熱、チリダニ等が抗原となるアレルギー疾患の高温域が広がる危険を高めるのである。

　(2)複合被害

　　　ヒートアイランドは、大気汚染にも影響を及ぼす。

「高濃度の大気汚染の出現は、弱風や風の収束、滞留、大気安定度と密接に関係している。夏期の大気汚染として光化学大気汚染やSPM汚染が挙げられるが、ヒートアイランドが存在することにより、海陸風の移動が停滞し、空気が滞留する。このことにより、ヒートアイランド出現地域において光化学オゾンやSPM濃度が上昇する。ヒートアイランドは夏期ばかりでなく、冬期においても大気汚染に影響を及ぼす」（上記環境省報告19頁）。

これはそのとおりであるが、大事なことがひとつ抜けている。ヒートアイランドのもとでは大気汚染物質が活性化し、化学反応が激しくなる。光化学オキシダントはその典型である。光化学オキシダントは、太陽の紫外線が窒素酸化物等に作用し、有害なオキシダントを生成するものであるが、この生成のプロセスがヒートアイランド熱汚染により促進されるのである。

光化学オキシダントはいうまでもなく、呼吸器、中枢神経等に激しい影響を及ぼす極めて有害なものである。問題なのは、SPM、窒素酸化物等の大気汚染物質との複合慢性影響である。ヒートアイランドのもとでこれらの大気汚染物質の濃度が高くなり、これが繰り返されれば、慢性気管支炎等の呼吸器系疾患はいうに及ばず、肺ガンその他の重篤な疾病に至ることは容易に推認される。アメリカ環境保護庁（EPA）の推計によれば、肺ガンの2～5％がヒートアイランドの下におけるディーゼル排ガスによるとされている（津金昌一郎著『がんになる人、ならない人』ブルーバックス）。

第２　緑の今日的意義

１　環境

緑は、いうまでもなく人間や動物が生存する根幹で、学問や文化において昔から重視されてきた。都市におけるそれは、都市計画学等において重要かつ不可欠な位置と役割を与えられていた。しかし、今日の緑の意義ははるかに大きくなっている。地球の気候変動とヒートアイランドを抑止し、人類の存亡を左右するからである。

我が国は、高度経済成長以来、緑に象徴される環境をなおざりにしてきたため、ヒートアイランドに帰結する多大な複合汚染を生み出すに至った。人口3,445万人という突出した人口を有する世界の巨大都市の代表ともいうべき東京首都圏は特にすさまじい。大小を問わず東京の緑地の復活と保全こそ、まさに焦眉の課題であり、政府も東京都等の地方公共団体も等しく認めているところである。緑の今日的意義は誠に大きい。緑は文化的、心理的、かつ「都市の肺」としての生理的意義から、生命の回廊、人の健康さらには人類の存亡に及ぶ今日の環境、とりわけ巨大都市のそれの根幹である。今や箱物を取り壊しても緑地復活を図るべきであり、緑地を取りつぶしてマンション開発に及ぶようなことは論外なのである。

２　文化

文化とは、学問、芸術から衣食住等生活全般にわたるものであり、社会的存在としての人間に欠かすことのできないものであることは、憲法第13条、第25条をひくまでもなくよく知られているところであり、都市計画法（以下「法」という）もその理念として「文化的都市生活」の実現を期している。

緑が文化と根源的に係わっていることもまた多言を要しない。緑の役割は、都市、農山村を問わず大きいが、文化のレベルで言えば、特に大都市において果たすそれに充分留意することが必要である。いうまでもなく都市は一朝一夕には成立せず、長年の文化の集積を要する。その象徴は、我が国では京都の庭園であり、ヨーロッパではパリのブローニュの森ということになろう。特に我が国には、独特な「庭の文化」が平安の頃より千数百年にわたり存在する。ここにおいて緑は、寺社等から住宅に至るまで建築物と一体調和して都市の「山紫水明」を創りあげてきた。都市美の歴史的継承と未来への発展を考えるとき、また人間らしい生活を都市で実現させることを考えるとき、緑の文化的意義はいくら強調してもし過ぎることはない。

３　防災

都市の緑、とりわけ緑地は地震や火事の危急時にあたり、延焼遮断帯または避難地として最も有効な役割を果たす。関東大震災、阪神淡路大震災はもとより、危急時において緑地が多くの人命を守ったことは、多くの科学的知見により実証されている。特に激甚災害の危険性が高い東京首都圏においては、緑の広域避難地の確保は市民の命に直結し、東京都地域防災計画では、住民一人あたり1平方メートルの避難地の確保を明示しているが、これでは足りないと多くの識者が指摘している。

大切なことは、防災性能が高いとしてなされている「防災」高層ビルの林立ではなく、緑を基軸とする防災対策が今求められているのである。

第３　ヒートアイランドと大気汚染等が交錯する局地汚染の被害

　局地とは、公衆衛生学等の環境科学におけるコンセプトである。すなわち、汚染源に近接した領域もしくは新たな汚染源が出現する場所とその周辺の領域をいう。前者の典型的なものとしては、沿道、沿線、有害物製造工場周辺、後者としては原子力発電所事故周辺、本稿の対象となっている緑地開発周辺等が挙げられる。中央公害対策審議会「大気汚染と健康被害との関係の評価等に関する専門委員会報告」（昭和61年4月、委員長国立公衆衛生院院長鈴木武夫）255頁は、局地汚染について以下の指摘をしている。

　　「検討の対象としたものは主として一般環境の大気汚染の人口集団への影響に関するものである。したがって、これよりも汚染レベルが高いと考えられる局地的汚染の影響は考慮を要する」。

　　この指摘の通り、局地は汚染源に近接もしくは新たに汚染源の生ずるところの周辺であるから、その領域の大小にかかわらず、①汚染のレベルが高く、②汚染源は多くの場合、熱、風、光、大気汚染、騒音等が複合するものである。

特に緑地開発地とその周辺の場合は、従前の緑地が失われ（これ自体が健康影響に係わる重大な被害であることは第２の１で述べた通りである）、周辺住民の環境は激変することになる。

広域的被害を生ずる大気汚染、ヒートアイランドであっても、今引用した報告書の指摘通り、局地において顕著な被害を生ずる。その他の汚染も同様である。

第４　羽沢ガーデンの特長とその意義

　羽沢ガーデンは渋谷区広尾三丁目77－1、麻布、六本木に連なる広尾の岡の南斜面中腹にある。

（１）緑地とその位置

広尾の岡の緑地は、その頂にある日本赤十字社医療センター（以下「日赤」という）の庭約15,000坪（約5ヘクタール）、羽沢ガーデン2,800坪（約1ヘクタール）、日赤の南に隣接する聖心女子大の庭の三箇所くらいであったが、都心におけるその比重は大きく、希少な価値を持っていた。約115ヘクタールに達する皇居外苑を別格とすれば、めぼしい緑地は日比谷公園（約16ヘクタール）、浜離宮（約25ヘクタール）を数えるにすぎないからである。広尾周辺の住民はもとより、都心を利用する人々のこれを失う被害は大きい。ところが、日赤は三井不動産、三菱地所とともに広尾の緑の根幹をなしていたこの庭を取り潰し、８棟にのぼる高層マンションの開発を始め、これを黙過している東京都、渋谷区と近隣住民は御庁において係争中である。

また羽沢ガーデンは、都心３区において全滅し渋谷区のこれにつらなる地域でも、１箇所だけわずかに残されている第一種低層住居専用地域（高さ制限10メートル）にある。周辺は都心には珍しい閑静な低層住宅地として著名であり、この環境を好む多くの欧米人が居住している。羽沢ガーデンもまたマンション開発ということになれば、広尾の岡の緑は枝までもぎ取られ禿げ山に近くなるだけではなく、マンション開発の連動作用が生じることは確実で、現にその例があり、この地域全体が低層住宅地域であり得なくなるおそれが極めて強い。都心にこそ緑地と低層住宅地は今切実に求められているにもかかわらずである。都心につながる広尾の岡の環境破壊は歴然となり、都心は緑と環境の拠点をまた失うことになる。

（２）羽沢ガーデンの文化

羽沢ガーデンは、夏目漱石と生年（1867年）を共にして第一高等中学校（後の一高）以来の親友であり、また後藤新平の腹心三羽烏（新渡戸稲造・祝（ほうり）辰巳）の一人として官僚・実業家・政治家として敏腕をふるった中村是公が1915年（大正4年）に私邸として築いた。約1万平方メートルの敷地に本館と離れ、茶室のほか広い庭園があり、周囲に豊かな緑がしたたっている。本館は木造和風の造りだが、中にはマントルピースをしつらえ、洋材を使用した洋間があり、大正モダニズムの雰囲気を醸し出す、この時代の代表的な建物である。庭を中心とする緑と建物との調和においても、また建物そのものの和洋のそれにおいても、まさに大正期独特のものがあり、その歴史的文化的価値は極めて高いと言わなければならない。

中村是公は、後藤新平より承継した二代目満鉄（南満州鉄道株式会社）総裁として任期最長にわたる5年を務め、本社の造営、港湾土木、大連市街その他付属地の経営、ホテル、病院、電鉄、ガス、公園、図書館に至るまで、満州における日本の植民地統治の基礎を築いた。東京帝国大学法科大学卒業後大蔵省に入省し、台湾総督府に赴任し、後藤新平のひきで若年ながら総務局長兼財務局長をした経験がものをいったのである。その後も中村は後藤に続いて鉄道院総裁、東京市長と大物の軌跡をたどったが、大正が終わった翌1927年（昭和2年）3月1日、漱石と同じく胃潰瘍で病死した。まさに明治大正期の日本政治史、経済史、文化史における代表的な人物であり、菊池寛によれば、後藤新平をしのぐ存在であった。

このような由縁のあるところであるため、第二次大戦後は屋敷の所有者こそ変わったものの、屋敷は和風料亭として維持された。屋敷の趣はもとより、近隣住民に愛好されただけではなく、将棋の名人戦（大山康晴と升田幸三等）の舞台として使われたり、貸切の「ハウスウエディング」が人気を呼んだ頃には結婚披露宴として賑わった。また出版社やマスコミも接待や宴会で利用していた。こうして第二次大戦後から現在に至るまで、羽沢ガーデンは界隈の住宅地に住む人々には緑のオアシスであり、利用する人々にとっては他ではなかなか味わえない潤いと憩いの一時を過ごすところであったのである。

第５　羽沢ガーデンの「開発」の開始とその内容

羽沢ガーデンは上記の場所、すなわち地番でいえば渋谷区広尾三丁目77番１の宅地8893.01平方メートル（公簿上）を敷地として別紙建物目録記載の建物9棟を有している。このうち、中村是公の本館が同目録の6記載の木造瓦葺2階建1階699.14平方メートル、2階83.23平方メートルの建物、離れが同目録9記載の木造瓦葺平家建141.85平方メートルの建物、茶室が同目録4記載の木造瓦・鋼板葺平家建41.76平方メートルの建物、その他土蔵等があるが、第二次大戦後ここを買い受けた株式会社日山（以下「日山」という）が建築した同目録2記載の鉄筋コンクリート陸屋根4階建の寄宿舎等、若干の建物が存在する。これを合算しても、建物の建築面積は1660.75平方メートルにすぎず、その余7232.26平方メートルの大半は第４で述べたとおり緑豊かな和風庭園であり、松、桜、スダジイ、シラカシ、ヒマラヤスギ等樹木の数は外周の一部だけで約250本に達し、全体としては1000本を優に超えると推認され、渋谷区みどりの確保に関する条例第8条により、保存樹木、保存樹林に指定されている。

ところが、日山は遅くとも平成16年頃から三菱地所株式会社（以下「三菱地所」という）と共に本館をはじめ全ての建物を解体し、庭園を取り壊し、樹林の樹木の大半を伐採して、等価交換方式によるマンション開発を実現するため、東京都、渋谷区、関係行政庁等と協議を進めて事を運んだ。

平成17年11月、渋谷区は保存樹林、保存樹木の指定を解除し、かつ建物の解体を容認する等して、開発に便宜を与えていた。建築規制をすべき東京都も同様であった。しかもこの過程は一般市民はもとより周辺住民にも知らされなかった。日山は同年12月に料亭の営業を止め、門を閉鎖し人の出入りを禁ずるようになったが、その理由は周辺住民に何ら知らされなかった。

本年（平成19年）6月、「東京都中高層建築物に係る紛争の予防と調整に関する条例」並びに「渋谷区建築物の解体工事計画の事前周知に関する条例」による小さな標識が設置されたが、これに気付いたのは周辺住民の一部にすぎず、その人々にとっても寝耳に水の話であった。以降、日山と三菱地所は、8月5日まで「説明会」なるものを開いたが、後述する通り日程が一方的であったり、説明者の責任と権限が明確でなかったり、羽沢ガーデンの現況公開を約束に反して事実上拒否する等、住民から説明会の初歩的基準の逸脱を追及され、その対応に窮し、説明らしい説明をほとんどしないまま、住民の求めを拒否して一方的に説明会を打ち切った。そして建物の解体、樹林の伐採から切土、盛土、道路の拡幅さらにはマンションの建築に及ぶ開発行為を実力で強行しようとしている。建物のなかには、断熱材等として極めて危険なアスベストが使用されており、大気汚染防止法等が厳しく解体工事を規制し、これについての周辺住民に対する事前衆知が絶対に必要であることは衆知のことであるにもかかわらず、これもなされないまま開発が進められようとしているのである。

標識等によれば、羽沢ガーデンを取り潰し建設されようとしているマンションの実体は、大体次のようなものである。

用途地域　　第一種低層住居専用地域

建ぺい率　　60％

容積率　　　150％

最高高さ　　10メートル

構造・規模　鉄筋コンクリート造地上6階建

敷地面積　　8,527.30平方メートル（2,579.50坪）

建築面積　　4,260.00平方メートル（1,288坪）

延床面積　　21,500.00平方メートル（6,503.75坪）

基礎工法　　杭基礎

設計者　　　三菱地所

施工者　　　大成建設株式会社

幸い、今のところ渋谷区による開発許可はなされていない。もとより、東京都の建築確認処分もなされていない。根強い住民の反対が拡がっていることがその原因である。しかし放置すれば、これらがなされるに至ることは確実である。しかし、このような開発は次に詳述するとおり憲法第13条、25条、29条等に照らし、第1および第3で述べた緑と文化の意義を確保しようとしている今日の実定法秩序に著しく反するものである。

第６　本件開発及び建築の違法

１．環境は公共の福祉、私権の濫用

憲法第29条は、私有財産について以下のとおり定めている。「財産権は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める。」すなわち、私有財産は公共の福祉に適合する限度で保障されるもので、生命や表現の自由のようなアプリオリな基本的人権とは異なることはワイマール憲法以来の社会国家の基本的規範であり、アメリカではこれを「ダブルスタンダード＝二重の基準」としていることは、法をわきまえる者の常識である。環境権と言うにせよ言わないにせよ、人間の尊厳と生存に係わる環境を求める人格権が基本的人権であることは指摘するまでもない。

公共の福祉は、社会的存在である人間の社会が歴史的、社会的、文化的に形成されるものであることは多言を要しない。持続可能な社会を求められている現在において、公共の福祉を代表するものが環境であり、その根幹に位置するものが緑であり、これと有機的につながる文化であることは第1～第3で詳述したとおりである。いうまでもなく、この緑と文化は都市において喫緊に求められている。

都市計画法（以下「法」という）第1条もまた「公共の福祉を増進」することを目的として、「健康で文化的な都市生活を実現するために土地利用を制限」することを理念とし、これを実現するために開発行為を許可制（法第29条以下）としているが、この土地利用規制は、緑と文化の今日的意義を充分把握して、解釈適用されなければならない。

また、法以前の問題として、環境基本法以下の条例等を含んだところの関係環境実定法の解釈も以上の見地からなされなければならない。緑に関する法令を単なる自然保護の視点から解釈することは許されなくなっている。東京都が平成12年12月22日、自然の保護と回復に関する条例を全面的に改正したことも、渋谷区が「みどりの確保に関する条例」を平成13年4月1日改正強化していることもその証左のひとつであろう。同条例の第6条は「樹木、樹林を有するものはみだりにこれを伐採してはならない」と、同第12条は、所有者が樹林の指定の解除をうけるには「やむを得ない事由がある場合」とされていることもその現れである。

このような環境基本法下の緑に関する法令に背反して開発許可申請がなされる場合は、法１条、2条の目的、理念を踏みにじる私権の明白な濫用であるから、法29条、同33条（許可基準）をひくまでもなく、その開発許可が許されないことはいうまでもない。本件開発は、保存樹林等の指定をうけて渋谷区からその補助をうけ、樹林の保全義務を有する日山が三菱地所とともに専ら自己の利益を図るために本件開発を計画し、その実現の手段として文化的価値の極めて高い建物と樹林の伐採に及ぼうとしているのであるから、同条例12条にいうところの「やむを得ない事由」は全くなかった。それにもかかわらず渋谷区は指定を解除したのであるから、これが違法、無効なものであることは極めて明らかである。

かかる違法な指定解除を前提とする伐採も違法性は極めて高く、かかる解体、伐採により、かけがえのない緑地と文化を喪失させる「開発」となるのであるから、これにすぎる私権の濫用はなく、これを看過して開発許可がなされれば、巨視的には憲法第29条違反、そこまでいわずとも法第1条、第2条、開発許可制度の本来の趣旨を全く没却することになるから、その違法性は明らかであり、なされてはならないものである。

繰り返す。羽沢ガーデンは私有物でありながら、同時に周辺住民、広尾の岡に居住する人、都心に緑と文化を求める多くの人々の社会的資産、社会的存在であり、これが開発により失われるこれらの人々の損害は第1～第3で述べたところからしても計り知れないのである。

２．法33条1項1号違反

羽沢ガーデンは、第一種低層住居専用地域にあることは前に述べた。都市計画制限は建ぺい率60％、容積率150％、高さ制限10ｍである。周辺住民は進んでこの都市計画制限を受け容れ、閑静かつ瀟洒な低層住宅地を形成してきた。したがって、この都市計画制限は羽沢ガーデンを中心に緑と文化の拠点ともなり、都心の都市環境の崩壊を辛うじて防いできた。超高層六本木ヒルズ等の近傍であるだけに、その意義は格段に大きい。

ところが、本件開発はこの大切な都市計画制限を蹂躙しようとしている。まず容積率であるが、制限は150％であるのに、計画されているマンションは敷地面積8,527.30㎡に対し21,500㎡と約2.5倍、すなわち250％近くとなり、制限を大幅に上回る。また高さも16.97ｍ、ほぼ17ｍと周辺から著しく突出したものになる。

法33条1項1号は、開発にあたり用途地域の都市計画制限に従うことを求めている。開発許可の目的が乱開発の防止、都市環境の確保というところにあるのであるから、この規定はその初歩的基準を明確にしているのである。したがって、その余の点を述べるまでもなく、本件開発は都市計画制限に著しく反するもので、違法であることは明確である。

３．法33条1項2号違反

開発許可基準を定めた法33条1項2号は、公園、道路等の空地は周辺の状況を「勘案して」「環境の保全上・・・支障がないように配置する」としているが、本件開発は周辺に対し、かけがえのない緑と文化の喪失をもたらすものであるから、環境の保全とはおよそ相容れないうえ、公園は開発区域外の道路の反対側に申し訳程度に設定しているから、緑と文化の代償措置とは到底ならない。

したがって、この規定にも著しく違反する違法がある。

４．法33条1項6号違反

同項6号は、「開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように・・・開発区域内において予定される建築物の用途配分が定められていること」としている。前述したとおり、同項1号は都市環境の確保の基本的前提である用途地域の都市計画制限に従うことを求めているのであるが、ここでは「開発区域及びその周辺の地域における環境：を個別具体的に問題とし、そこにおける建築物の用途配分を問題にしている。

いうまでもなく、今まで述べてきた羽沢ガーデンと周辺の環境に照らすとき、ここの緑と歴史的文化的建物を全て喪失せしめ、マンションに置き換えることが「環境の保全とが図られるように・・・建築物の用途の配分」がなされているとは到底いえない。

従って、本件開発行為は本項にも著しく違反する。

５．同項9号違反

同項9号は「開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他必要な措置が講ぜられるように設計が定められている」こととされている。本件開発はまさに正反対であることはすでに充分述べてきた。本項に背反することは明白である。

６．同項10号違反

同項10号は「開発区域及びその周辺における環境を保全するため・・・環境悪化の防止上必要な緑地帯が配置されるよう設計が定められていること」としている。羽沢ガーデンはまさに広尾の岡、都心の環境悪化を防止する緑地帯であったのであるから、これを取りつぶすこと自体が本項を明らかに踏みにじるものであり、その違法は甚だしい。

７．環境、緑関連法令違反

１で述べた通り、緑は今環境の根幹であり、環境基本法、自然環境保全法、都市緑地法から都道府県・市町村の条例、規則に至るまで、多くの法令がある。これらとの関連においても、本件開発は多くの違法があるが、本訴状においては、その象徴的なものだけ挙げておく。

東京都自然の保護と回復に関する条例第3条には「何人も開発に当たっては・・・損なわれる自然を最小限にとどめ、自然が損なわれた場合はその回復を図らなければならない（開発の考え方）」とされている。本件開発がこの考え方に全く背反することはいうまでもない。また文化についても同様である。これらは、本件開発の違法を直接導くものも、また法等の解釈の指針となるものもあるが、これらを総合的に吟味することが不可欠である。

８．説明の欠落

羽沢ガーデンの喪失とマンション開発が周辺の地域環境はもとより都心の緑と文化に甚大な影響を及ぼすものであるから、所有者日山、事業者三菱地所は、少なくとも周辺住民に対して開発に至る経過、開発の内容、環境対策等住民の生活と文化に直接関わる問題について説明会を行う等して誠意ある充分な説明を行うべきことは当然である。これは法第1条（目的）、第2条（理念）、第29条以下の開発関連規定等の趣旨からも明確であり、アスベスト含有建造物の解体のように、人の生命に直結する場合は大気汚染防止法等の公害防止実定法から厳しく求められているところである。

渋谷区においては、建物の解体に際してアスベスト含有部分の工事を先行して行うことが明文で定められている（渋谷区建物の解体の事前周知に関する条例）。ところが、「第５　羽沢ガーデンの「開発」の開始とその内容」で述べた通り、本年6月13日、7月15日、8月6日と形ばかりの説明会をしたものの、手続、運営が住民不在の一方的なものであったり、開発に至った経緯について虚偽であることをうかがわせる部分が多く、羽沢ガーデンの現況公開を約束に反して事実上拒んだりした。そのため、住民から「説明会」に対する事業者側の姿勢と責任を追及され、その対応に窮し、一方的に「説明会」を打ち切り、以降住民との間にはその求めがあるにもかかわらず話し合いらしいものは行われなかった。アセスメントの説明すら、専門家や弁護士が同席することを認めず、解体、伐採を強行しようとしている。

日山と三菱地所のかかる所為は、自らの説明責任の自覚の欠落から生じたのか、他に理由があるか定かではないが、法の求める説明がなされないまま本件開発が進められていることは明白であり、このこと事態重大な違法というべきである。

９．マンション建設の違法

かかる重大な違法がある開発行為について許可がなされることはあってはならないことであるから、マンション建設が違法で許されないことはいうまでもない。

第７　本件開発による重大な被害

原告らの大半は羽沢ガーデンから道路を隔てても20メートルに達しない直近の住民である。従って、その被害は重大かつ深刻である。

すでに詳細に述べた羽沢ガーデンの緑と文化を長年にわたり享受し、これを支え、また誇りにもしてきた人々であり、自らも第一種低層住居専用地域の制限を遵守しつつ緑を培い、閑静な空間を形成してきた。ところが、今回の開発により文化的シンボルであった門、建物及び庭園の付属物の全てを失い、樹木及びこれらが作りだしてきた都心には稀な鳥や蝶が舞う風景を全て失う。さらに加えて、地上6階建のマンションに取って代われば、アスファルト、コンクリート、鉄の合成物、クーラー、自動車の排熱等の熱気に直撃されるだけではない。緑地を失う近隣住民が被るあらゆる被害を第１乃至第３記載の通りうけることになる。すなわち、熱、風、光、大気汚染、騒音等が複合した著しい汚染が、心と身体のオアシスであった羽沢ガーデンに取って代わるのである。その環境の激変はすさまじい。しかもそれだけではない。このような開発を許せば、連動してマンション開発が行われることは必至であり、第一種低層住居専用地域の街並みはほとんど失われることになる。かかる変化は、広尾の岡の人々にとって重大な被害であるだけではない。都心の緑、文化の拠点として存在している羽沢ガーデンを失うことは、そう考えて感じてここを利用してきた全ての人々の被害である。今や甚だ希少な存在となった都心の緑地をまたまた失うことの首都東京の被害は計り知れない。

第８　結語

よって、請求の趣旨記載の通り、被告渋谷区（処分行政庁渋谷区長）は、株式会社日山、三菱地所株式会社に対し、本件開発の許可処分の差し止めを、また、被告東京都（処分行政庁東京都建築主事）に対し、本件マンションに係る建築確認処分の差し止めを求める。

証拠方法
　必要に応じ立証する。

添付書類
　訴状副本　　　　　　　　　　　　　　２通

　訴訟委任状　　　　　　　　　　　　１７通　

マ　ン
ション目録
１．建築物の名称　　（仮称）渋谷区広尾３丁目マンション計画

２．建築地　　東京都渋谷区広尾三丁目７７番１（地番）

３．用途地域等　　第一種低層住居専用地域

４．用途　　共同住宅

５．構造・規模　　鉄筋コンクリート造・地上６階建

６．敷地面積　　8,527.30平方メートル（2,579.50坪）

７．建築面積　　4,260.00平方メートル（1,288坪）

８．延床面積　　21,500.00平方メートル（6,503.75坪）

９．基礎工法　　杭基礎（予定）

10．建築主　　東京都千代田区大手町一丁目６番１号

　三菱地所株式会社　パートナー事業部

11．設計者　　東京都千代田区丸の内三丁目２番３号

　　　　　　　　　　株式会社三菱地所設計住環境設計部

12．施工者　　東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

　　　　　　　　　　大成建設株式会社　東京支店
物件目録
（土地目録）

１　所　　在　　渋谷区広尾三丁目

　　地　　番　　７７番１

　　地　　目　　宅地

　　地　　積　　８９６３．７４㎡

（建物目録）

１　所　　在　　渋谷区広尾三丁目７７番地１

　　家屋番号　　７７番１の１

　　種　　類　　共同住宅

　　構　　造　　木造瓦葺２階建

　　床面積　　１階　　９０．７３㎡

　　　　　　　　２階　　８７．０９㎡

２　所　　在　　渋谷区広尾三丁目７７番地１

　　家屋番号　　７７番１の２

　　種　　類　　寄宿舎

　　構　　造　　鉄筋コンクリート陸屋根４階建

　　床面積　　１階　　２４８．６１㎡

　　　　　　　　２階　　２３６．６０㎡

　　　　　　　　３階　　１８３．３４㎡

　　　　　　　　４階　　　１６．９４㎡

３　所　　在　　渋谷区広尾三丁目７７番地１

　　家屋番号　　７７番１の３

　　種　　類　　店舗

　　構　　造　　木造スレート亜鉛メッキ鋼板葺平家建

　　床面積　　２６１．５８㎡

４　所　　在　　渋谷区広尾三丁目７７番地１

　　家屋番号　　７７番１の４

　　種　　類　　茶室

　　構　　造　　木造瓦・鋼板葺平家建

　　床面積　　４１．７６㎡

５　所　　在　　渋谷区広尾三丁目７７番地１

　　家屋番号　　７７番１の５

　　種　　類　　寄宿舎

　　構　　造　　鉄骨造陸屋根２階建

　　床面積　　１階　　１０７．６７㎡

　　　　　　　　２階　　１０７．６７㎡

６　所　　在　　渋谷区広尾三丁目７７番地１

　　家屋番号　　３２５番

　　種　　類　　居宅

　　構　　造　　木造瓦葺２階建

　　床面積　　１階　　６９９．１４㎡

　　　　　　　　２階　　　８３．２３㎡

７　所　　在　　渋谷区広尾三丁目７７番地１

　　家屋番号　　３２５番２

　　種　　類　　倉庫

　　構　　造　　土蔵造瓦葺２階建

　　床面積　　１階　　４１．３２㎡

　　　　　　　　２階　　４１．３２㎡

８　所　　在　　渋谷区広尾三丁目７７番地１

　　家屋番号　　３２５番３

　　種　　類　　居宅

　　構　　造　　木造瓦葺平家建

　　床面積　　２８．０９㎡

９　所　　在　　渋谷区広尾三丁目７７番地１

　　家屋番号　　３２５番５

　　種　　類　　居宅

　　構　　造　　木造瓦葺平家建

　　床面積　　１４１．８５㎡
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